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午前１０時００分開会

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

１ 開 会

【企画部長（橋本）】 皆様おはようございます。本日は大変お忙しい中、本総合教育会議にお

集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

私は、企画部長の橋本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和２年度第１回青梅市総合教育会議を始め

させていただきます。

なお、池田副市長も出席させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

当会議につきましては、一般公開とさせていただきます。ただいまの傍聴者はお１人でござい

ます。

初めに、本日の資料について確認をさせていただきます。

まず、次第および委員名簿がございます。

次に、資料１ テーマ「児童・生徒１人１台の端末整備について」

別紙１ ＧＩＧＡスクール構想の加速がもたらす学びのイメージ

別紙２ 令和元年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果（概要）

次に、大野教育委員からいただきました資料といたしまして、「学校教育の情報化の推進に関

する法律（概要）」

資料２ 成人年齢引下げに伴う青梅市成人式のあり方について（助言）

参考資料 令和３年青梅市成人式について

でございます。

以上、資料に過不足等ございましたら、事務局までお申し出いただきますようお願い申し上げ

ます。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

２ 市長あいさつ

【企画部長（橋本）】 それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。

次第２ 市長あいさつに移らせていただきます。浜中市長にごあいさつをいただき、その後の

議事進行についてお願いをしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

【市長（浜中）】 本日は、令和２年度第１回目の総合教育会議の開催にあたりまして、教育委員

の皆様方には、大変お忙しい中ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

また、日ごろより市の教育施策にご尽力賜りまして、心より感謝申し上げます。

さて、今年の３月に「第２期青梅市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定いたしました。

人口減少、少子高齢化を背景に社会構造が変化していく中、地方創生に向けた施策を掲げ、取

り組んでいるところです。特に、子育て世代の人口減少は大きな課題の一つとなっており、子育

てしたい方が安心して子育てが続けられる環境づくりを目指しております。そのためには、青梅

ならでの教育環境の充実などを図り、青梅で学びたい、学ばせ続けたいと思う人を、より増やし
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ていきたいと考えております。

また、新型コロナウイルス感染症により、子どもたちの環境も急激に変化しております。本日

の総合教育会議では、教育のＩＣＴ化がテーマとなっておりますので、将来の青梅を担う子ども

たちが安心して将来に希望を持ち、学び、努力し、成長していけるよう、委員の皆様と一緒に考

えてまいりたいと思いますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、会議を進行してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

３ 教育長あいさつ

【市長（浜中）】 次第３、教育長あいさつに移らせていただきます。教育長、お願いいたします。

【教育長（岡田）】 皆様おはようございます。

３月からのコロナウイルスに伴います一斉休業ということがございました。学校は６月から再

開いたしましたけれども、その間、在宅での学習の保障というのが大きなテーマになってまいり

ました。国では、それにつきまして、ＧＩＧＡスクール構想の加速ということで、私ども青梅市

の計画よりもかなり早いスピードでの、本日の協議事項にあります「児童・生徒１人１台端末整

備」ということが課題になっております。本日は、こうしたテーマについて協議を行ってまいり

たいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

【市長（浜中）】 ありがとうございました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

４ 協議事項

「児童・生徒１人１台の端末整備について」

【市長（浜中）】 次に、次第の４、協議事項に進みます。

本日の会議は、「児童・生徒１人１台の端末整備について」をテーマとしております。

委員さんとの意見交換をスムーズに進めるため、進行を教育長にお願いして進めたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【市長（浜中）】 教育長お願いします。

【教育長（岡田）】 それでは、スムーズに議事が進行できますよう心がけてまいりますので、皆

様のご協力をお願いいたします。

まず、協議事項の「児童・生徒１人１台の端末整備について」、教育指導担当主幹から説明を

お願いいたします。

【教育指導担当主幹（梶井）】 それでは、資料１および別紙１、２について説明をさせていただ

きます。

資料１をご覧ください。

１ 学校のＩＣＴ環境整備についてです。国は、教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画

を策定し、２０１８年（平成３０年）から進めてまいりました。
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主な整備内容は（１）の四角の中のとおりでございます。このときに目標とする学習者用コン

ピュータの数値は３クラスにつき１クラス分程度であり、１人１台ではありませんでした。

その後、令和元年１２月、１人１台端末と通信ネットワーク整備を進めるために、（２）ＧＩ

ＧＡスクール構想の実現が示されました。このとき１人１台整備計画は５か年で示されており、

小５・小６・中１を令和２年度内に、中２・中３を令和３年度内に、小３・小４を令和４年度内

に、小１・小２を令和５年度内に整備するという内容でした。

このように、５か年で１人１台端末を整備する予定でしたが、（３）新型コロナウイルス感染

症拡大による１人１台端末、通信環境整備の前倒しということで、補助金等を活用して、令和２

年度内にすべて整備することとなりました。

では、ＧＩＧＡスクール構想により、子どもたちの学びがどのように変わるのか、別紙１をご

覧ください。

ＧＩＧＡスクール構想においては、これまでの教育実践の蓄積とＩＣＴにより、学習活動の一

層の充実、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善が実現されるというものです。

中段左をご覧ください。「『１人１台端末』ではない環境」とあります。教師が黒板または電子

黒板を使って説明する、全員が同時に同じ内容を学習する、グループ発表は可能であるが独自の

意見の発信や子どもの性格、積極的であるとか、控えめであるというところに左右されることも

あるという、現在の通常の授業スタイルでございます。

その右側には、「『１人１台端末』の環境」により、授業中に一人一人の反応を踏まえたきめ細

やかな指導ができる、子どもが一人一人の理解度に応じた個別学習ができる、独自の情報を編集

し共有できる、などの授業体制について記載されております。

「１人１台端末」の活用によって充実する学習の例は、下段の四角の中に記載されているとお

りです。授業改善が図られることで、子どもの学びが深まることが期待できます。

資料１にお戻りください。

なお、学校のＩＣＴ環境整備と本市の長期計画や教育委員会の施策との関連については、（４）

に記載のとおりでございます。

続いて、裏面をご覧ください。

青梅市の現状についてです。（１）整備状況については、令和２年３月時点のものを記載して

おります。

別紙２の方もあわせてご覧ください。

先ほどの数値は、毎年国が実施している学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果

によるものです。

１枚おめくりいただきまして、東京都と国との結果が集約されております。

さらにその次のページからは、それぞれの項目について都内すべての区市町村の調査結果がグ

ラフ等で記載されています。

本市については、もう一度資料１に戻っていただきまして、２の青梅市の現状（１）に記載さ
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せていただいている、その数値でございます。校務支援システムについてはすでに完了していま

すので、１００％となっております。令和３年度に向けて、１人１台端末のネットワーク整備を

進めているところでございます。

（２）教員研修等をご覧ください。１人１台端末による学びの変容は、教員による授業改善が

メインです。そのため、下記のとおり情報教育推進担当、管理職、教務主任等に対して研修を実

施しました。学校によっては、校内研修をオンラインで行うなどしております。また、服務や小

中一貫教育等の研修等を行っている学校もあります。

３の今後に向けてです。重要な点は、ＩＣＴ活用の目的を明確にすることです。ＩＣＴは手段

であって、目的は授業改善を目指し、子どもの学びが深まり、学力の向上につながることです。

また、そのためには教員研修を充実させることが重要であると考えます。

さらに、臨時休業や長期欠席児童・生徒等への対応として、学校と子どもをつなぐツールとし

て、引き続きＩＣＴの活用についても検討してまいります。

説明は以上です。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。それでは、各教育委員さんから順次ご発言をいただき

たいと思います。

まず初めに大野委員から、資料もありますので、資料の説明を含めてご発言いただけますか。

【委員（大野）】 わかりました。ＩＣＴ教育について、私自身よくわかっていないところがあり

まして、今日の総合教育会議でまるっきりゼロの状況から参加するのは難しいと思いまして、自

分なりに調べてみました。そのときの資料がこれです。ここにいる参加者の皆様と一緒に、ＩＣ

Ｔ教育について展望を持って協議できるように、まず国の施策と、それから地方自治体の責務に

ついて確認して、共通理解したいなというふうに考えて、これからお話をさせていただきたいと

思います。

この資料の下線部についてふれながら、私の考えも入れながら、この資料を用いて少し話をさ

せてください。

まず、１ページ１ 学校教育の情報化の推進に関する法律というものが、昨年６月２８日に公

布・施行されたということです。私はこの法律があることさえ知りませんでした。

その中で、読んでいきますと、第六の推進計画（８・９条）というところですけれども、１番

目として、文部科学大臣は、学校教育情報化推進計画を策定しなさいと出ておりまして、２番目

では、地方公共団体（都道府県とか青梅市なども入るんでしょうけれども）は努力義務というこ

とで、考えてみますと、教育基本法が平成１８年にできたときに、教育振興基本計画を国がつく

れ、それから都道府県もつくりなさいと。市町村などは努力義務としてつくりなさいということ

になりまして、青梅もそれにもとづいてつくっているわけですね。それと同じような方向性で、

とにかくもう具体的に動き出してくれ、その計画をつくってくれということなんだろうと思いま

す。したがいまして、青梅市もこれから先、後ほど資料で出てきますけれども、こういう計画を

つくっていくことになるのだろうと思います。
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２ページにいきまして、「教育情報化に関する手引」というのが、やはり昨年１２月に公表さ

れています。その目的は、そこに書いてあります作成の趣旨とありますように、教育の情報化が

一層進展するよう、教師による指導をはじめ、学校・教育委員会の具体的な取組の参考にしてい

ただくためですよということですね。先ほど梶井主幹からもお話がありましたけれども、このコ

ロナのこともありまして、出しただけではまだちょっと、特に１人１台のタブレットパソコンの

計画も入っていませんので、追補版として今年の６月に出ました。

３ページ、その追補版についてです。お読みいただければわかるかと思うんですが、特に内容

を見ていただきますと、第１章から第８章になっています。今日、総合教育会議で私はどういう

観点から話をしたらいいのかということがよくわからないでいたんですけれども、この第２章か

ら第８章に書いてあるようなことについて話をお互いに深めていけばいいんじゃないかなと。特

に第８章については、本日の議題でもあります１人１台の端末整備についてというところに深く

関係してくるかと思います。

次に、４ページをご覧いただければと思います。追補版の第８章というのは一体どんなことが

書かれているかということです。

まず１の四角で囲ったところですけれども、教育委員会が果たすべき役割ということが書かれ

ておりまして、（１）教育の情報化のビジョンを策定し、広く浸透させるということで、各地方自

治体はその教育振興基本計画などの中に明確にこの計画について位置づけていく必要があるとい

うことで書かれております。

（２）ですけれども、当然そのためには環境整備をしなければいけないわけですね。その際は、

市長部局を含めた関係部局と調整しながら予算をいかに確保していくかということが大切だとい

うことが書かれております。

それから（３）では、先ほど紹介しました学校教育の情報化の推進に関する法律ということが

紹介されています。その中で、５ページを見ていただければと思いますけれども、先ほども述べ

ました市町村学校教育情報化推進計画を、努力義務ですけれども定めていくことになるかと思い

ます。

（４）ですけれども、教育委員会と市長部局との連携強化ということです。総合教育会議で、

青梅市は青梅市の大綱をつくっているわけですけれども、そこに教育の情報化について明確に位

置づけられるようにするとともに、本日実はこういう議題をお考えいただいたのは本当に的を射

ていると思うんですけれども、総合教育会議において、地方公共団体の長と教育委員会とが協議・

調整していく必要があるということです。

（５）で推進体制の整備とありますけれども、やはり責任者をつくれということだろうと思い

ます。ＣＩＯということですね。どこかの資料にＣＩＯの意味が書いてありましたけれども、具

体的には青梅市の教育委員会の中でＣＩＯを決める必要があるかと思います。それは教育長がな

さるのか、担当部長がなさるのかよくわかりませんが、そういう必要があるということです。

次に、６ページをご覧いただきたいと思います。これは、今述べられていることが一覧表とな
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っております。特に一番下のところをご覧いただきたいんですが、管理職・教員等の研修とあり

ますけれども、右側にあります、ＩＣＴ活用指導力の育成が大切だろうということです。先ほど

梶井主幹からもお話がありまして、これから進めていくということですけれども、当然子どもを

指導する先生がＩＣＴを活用してどういうふうに教育をしていったらいいのかということについ

て深く知らなければ、中身のある教育はできませんので、研修はすごく大切になってくるのでは

ないかなと思います。東京都教職員研修センターでもＧＩＧＡスクールにもとづいた指導をどう

やっていくかということについて考えろということで、担当者が今必死になっているそうです。

東京都も進めていくでしょうけれども、青梅市は青梅市として教員研修をどのように充実させて

いくか、これがすごく大きな課題だろうと思います。

７ページをご覧いただきたいと思います。梶井主幹がご用意いただいた資料にもありますけれ

ども、ＩＣＴ支援員というものをきちんと配置していくことが大切だということで書いてありま

す。そのＩＣＴ支援員は何をするかというのは、詳しく書いてあるんですけれども、割愛してお

ります。

８ページをご覧ください。ＧＩＧＡスクール構想って一体何なんだろうと、改めて勉強してみ

たんですけれども、このようなＩＣＴ教育を進めるためにＧＩＧＡスクール構想を発表したわけ

です。これが昨年の１２月だそうです。

１０ページを見ていただきたいと思います。ＧＩＧＡスクール構想の目標は何かというと、一

番上の赤の枠にありますようなことが書かれておりまして、本日の議題の１人１台端末というこ

とを何としても実現していくんだということです。

その下にありますのは、先ほども梶井主幹からお話があったことですが、特に私は、学びの深

化の「１人１台端末」の環境のところで、双方向型の一斉授業というのは、子どもの学力を高め

ていくために大切なことと考えています。

それから、その下、個別学習のところですが、一人一人の教育的ニーズや学習状況に応じた個

別学習が可能とありますけど、特に私はここは期待していいんじゃないか。なぜならば、青梅市

の子どもたちの基礎学力がまだまだ上がりきれていないということがずっと課題でいるわけです

けれども、基礎学力を高めるためには、一人一人に応じた学びが、子どもが自主的、自発的、主

体的に学んでいけるような状況をつくってあげる必要があると思うんです。そこでこれがすごく

役に立つんじゃないかなと思います。

１１ページをご覧ください。下の方の「児童生徒一人一人に最適なコンテンツの提供」が、青

梅の子どもの基礎学力を上げるためには期待されるといったわけですけれども、そのためには、

右側にありますようなデジタル教科書とかデジタル教材を青梅市でもきちんと使えるようにして

いくということ。特にその下、ここにもまた予算が必要なんでしょうけれども、「文部科学省・経

済産業省 民間の教育コンテンツ（ＡＩドリル等のＥｄＴｅｃｈ）」と書いてありますけれども、

これを今進めようとしているわけですね。これは青梅市でもきちんと参加していくことが、子ど

もの基礎学力を高めることに必要になるかと思います。
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その理由としましては、１２ページをご覧ください。ＩＣＴの「学び」への活用の双葉のマー

クの４つ目、「一人一人の学習状況に応じた個別学習」ということで、「デジタル教材を活用し、

一人一人の学習進捗状況を可視化」「様々な特徴を持った生徒によりきめ細やかな対応を行う」と

ありますけれども、家庭学習でもドリル教材を用いた学習が可能になるかと思います。大勢の日

常学習の流れの中で流されながらの学習だけではなくて、最後にはきちんとストンと自分の心の

中に落ちるような学習というのは、やはり一人で行う学習力も大切と思います。そういう意味で、

家庭学習がしやすいような、そういう学習ができていくと思います。これが基礎学力の向上に結

びついていくと考えます。

次の１３ページをご覧いただきます。これは先ほど紹介したＥｄＴｅｃｈについての説明の文

章です。左側の事業目的・概要を見ていただくとわかりますように、２行目「確かな基礎学力を

土台にした創造性を育む必要があります。そのため、一人一人の理解度・特性に対して個別最適

化された」教育が求められると。そのために、右側の下線が引いてあるところですけれども、特

に「ＡＩ型ドリル教材」が基礎学力の向上に結びつくんじゃないか。それは何かというと、４行

目あたりにその説明があります。「生徒の解答内容からＡＩが理解度を判断し、誤答の原因と推定

される単元に誘導するなど一人一人の理解を助ける最適な出題で学びを支援する教材」。例えば、

掛け算を一人でドリルでやっていて、間違えたりしますよね。そしたら、それを瞬時に判断して、

この子はこういうところに原因があるから、ここに戻ってこういう問題をやらせてみようという

ようにＡＩが考えて出していく。つまり、つまずきの原因のところに戻って学習し直す。それも

一人でできる。対先生とか親でも結構ですけれども、人を介してですと、ある面で遠慮がありま

す、子どもでも。でもそういうのがありませんのでね、コンピュータですから。これが役に立つ

んじゃないかな。

例えば、学校だよりを読みますと、５月か６月に第二小学校では学校だよりの中で、

「ｅｂｏａｒｄホームスクール」というものがあって無料でできるから、それにアクセスして勉

強させてみたらどうでしょうかと、校長先生がお書きになっているんです。このｅｂｏａｒｄホ

ームスクール、私もちょっと途中までアクセスしてみましたけど、こういうものもこの中の一つ

だろうと思います。いずれにしても予算化が必要になりますので、こういうことも頭に入れてお

く必要があるかなと思います。

次に１４ページ、これはＧＩＧＡスクール構想の実現ということで、（１）校内通信ネットワー

クの整備、（２）児童・生徒１人１台端末の整備。それから下には、ＩＣＴ環境整備に係る地方財

政措置とかありますけれども、これは昨年の１２月に出されたものです。そして最後の１５ペー

ジをご覧いただければと思いますけれども、令和２年６月に出されたものです。特に左側の下線

を引いたところ、「１人１台端末」の早期実現ということで、皆さんもご存じのように、本年度中

に何とかしようじゃないかというような話になってきているわけです。

先ほどから、ＥｄＴｅｃｈは個別学習がしやすい、それが大変楽しみだというふうなことをお

話ししてきましたけれども、右側に「緊急時における家庭でのオンライン学習環境の整備」とあ
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りますが、緊急時だけではなくて、特に３つ目の矢印のところ、「学びの保障」オンライン学習シ

ステムの導入というようなこと。これを青梅市では常に視野に入れながら、良いものができたら

早期に導入していく必要があるかなと考えています。

長くなりましたけれども、以上です。

【教育長（岡田）】 大変ありがとうございました。先ほどの梶井主幹の説明とあわせまして、解

説も含めまして、かみ砕いた丁寧なご説明ありがとうございました。

教育の情報化という大きなテーマの中で、国のＧＩＧＡスクール構想の加速ということと、具

体的な内容について、今大野委員から発言がありましたけれども、ほかの委員さん、ＧＩＧＡス

クール構想、あるいは教育の情報化、または児童・生徒１人１台端末整備についてのご意見等あ

りましたらお願いいたします。

【委員（稲葉）】 ありがとうございました。

ＧＩＧＡスクールの構想、すごくいいんですけれど、現場のことを考えますと、先生方の研修

がとても大変になると思います。

私もいろいろなところでＺｏｏｍを使ってオンライン化というのを、６月ぐらいからいろいろ

試してはいるんですけど、すぐに機材に慣れる人と、なかなかそれに入れなくて、怖くて、デー

タを壊してしまったらどうしようかとか、そういうような基本的なところからの遠慮がち、さわ

りにくいという壁をまず取ってしまわないと、先生方が使いにくいんじゃないかなと思うんです。

まずその辺のところを各学校できちっと職員研修をして、ＧＩＧＡスクールに対しての基本的な

理念と、それから自分たちがどうすべきかというところ、技術的なところを習得していかないと、

活用が難しいと思います。

五、六年前に、他市なんですけれども、訪問させていただいたときに、視聴覚室にデジタル黒

板がございました。大きな立派な黒板が２つほどあったんですけど、ほこりをかぶっておりまし

た。コンピュータ室もきれいに５０台ほど全部そろっていたんですけど、ほこりをかぶっており

ました。ここは、ハード面では整っているけれど、ソフト面で使える先生たちがいらっしゃらな

いんだな、この機材もったいないなと思いました。そういうことのないようにするために、先生

たちの研修がとても大事だなと思っております。技術力が相当格差を生んでくるので、そういう

ことがないように。

それから、やはり一般のところで、サポーターを各学校に１人置いていただけると、その方に

わからないことをどんどん質問していけるので、安心して失敗ができるんですよ。失敗ができる

というのは、次やってみようかという意欲につながるので、ぜひぜひ各学校１名、パソコンに精

通したサポーターを置いていただければいいなと思います。その辺のところは、ＩＴの関係で働

いていらして退職した方、また元気なシルバーの方を活用していただければいいのかなと思って

います。

それから、あと家庭の環境ですよね。今、中学１年生から３年生と小学６年生にタブレット端

末をお渡ししています。学校から、端末を使ってこういうところを見たらいいよという発信を、
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校長先生たちは必死にやっているんですけど、二、三のご父兄に「どう？」と尋ねたところ、「一

切手をふれていません。」と。そういうのが現状かなと思うので、そこもやっぱり先生と同じよう

に、ご父兄の方々、保護者の方にも理解していただいて、家庭の中でネット環境を整えるとか、

子どもと一緒にそれを使ってみるという感じで関わっていただけるといいかなと思います。

私も、Ｚｏｏｍを使って各家庭で交信しながら遊びを提供してきたんですけど、Ｚｏｏｍの中

で画面が映るので、おじいちゃんが出てきたり、おばあちゃんが出てきたり、お父さんがピョコ

ッと入ってきたり、各家庭の様子も少しわかったりします。協力的に子どもたちをバックアップ

してくれるなという姿勢がとてもよくわかるので、そこは保護者の皆様向けの講習会とか、そう

いうものもしていただければいいなと思います。

このたび、社会教育課と青梅子ども未来で１０月２４日にオンラインの保護者向けの家庭教育

講演会というのをＺｏｏｍで発信いたしますので、ぜひぜひ皆さんご覧になっていただいて、ご

家庭で抱える問題点、学校で抱える問題点というところを、そのＺｏｏｍの中からいろいろ拾い

出して、より良いＧＩＧＡスクール、それから家庭での学習に使えるようになればいいかなと思

っています。

それから、５年計画でどんどん子どもたちに端末をということなんですけれども、やはり年齢

によって機械が動かせるかどうかというところの、子ども自身の技術的な面もございます。４年

生以上はもう二、三回Ｚｏｏｍで発信すると自分で操作ができますけれど、１年生だと親がスイ

ッチを入れて、その画面を出して、ちゃんと見るという感じにならないとなかなかできないので、

そこは子どもたちに楽しく機械操作ができるように。今の子どもたちは「あつ森」なんかでどん

どんコンピュータをさわっていますので、抵抗感はないと思うんですけど、学習も楽しくオンラ

インでできるよという形を学校の中で伝えていっていただいて、ご家庭でも楽しくそれを使える

ようになればいいのかなと思います。ハード面では、その環境を整える資金が必要だし、ソフト

面ではそれを使いこなせる技術の養成というのも必要になると思います。

以上です。

【教育長（岡田）】 ありがとうございました。幾つか課題等もありますけど、まずは各委員さん

一人一人ご発言を先にしていただきたいと思います。

では続きまして、榎本委員お願いいたします。

【委員（榎本）】 私は今日の協議事項の「児童・生徒１人１台の端末整備」について、求められ

ること・期待できることと、あと懸念することということで考えてきました。

求められること・期待できることとしては、例えばサテライト授業の可能性。これは例えばい

い授業をやる先生のをほかの教室でも少人数で見ることができたり、そういうことが可能性とし

てはあるのかなというふうに思います。

それから、今後も起こり得る、今のコロナのような学校に来られない状況の対応への可能性が

とても広がるというふうに考えています。

もう一つは、キーボード操作とか機械に早い年齢から慣れることができるという点です。これ
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は、私の職場にもいろいろな方がいらっしゃるんですけど、どうしてもこういう機械に慣れてい

ない方がいらっしゃるんです。その差というのはキーボード操作とか機械に慣れる環境にいなか

ったというのがあると思いますので、そういう点では早めにこういう環境に慣れていくというの

は非常に役に立つのかなというふうに思います。

懸念することといたしましては、機械に関してなんですけど、今後１人１台ずつ配られるにし

ても、それをどのように更新していくかというところです。最近の機械は、ネット環境がよくな

ったせいか、性能自体は求められていない印象なんですけれど、どのように技術が上がっていく

かによって変わってきますが、その機械に関しての性能も求められる可能性もありますので、そ

のあたりの対応というのが必要なのかなというふうに思います。

それから、一人一人の通信環境の差ですね。このあたりで、家庭に帰ってからの学習の差が出

てしまう懸念があります。それに関しては、教育委員会とか市の方での補助の必要性があるのか

なというふうに思います。

それから、ＩＴを活用した授業に関しては、どうしても機械に慣れない、アレルギーを持つ子

どももいるのかなというふうに思います。そのあたりの対応を丁寧にやっていく必要性があると

思います。

それに関してなんですけど、先ほどもおっしゃっていましたが、先生のＩＴ能力というか、教

え方というのは非常に大切になっていくと思います。授業のやり方も変わってくるだろうと思い

ますし、私も機械を使った作業をしていますと、どうしても隙間時間というか、例えば何かを立

ち上げるときに時間がかかったり、そういう時間がけっこう多いんですね。今までの授業でもそ

ういう時間というのはあったと思うんですけど、例えばそれは先生が板書をしている時間とか、

資料を用意する時間とかだったと思うんです。板書をしている先生の様子を見て、文字の書き方

とかそういうのを子どもが学ぶ時間だったと思うんです。そういう時間がなくなってしまうとい

うのがちょっと懸念されるし、そういうところをうまく扱えるような技術を取得していくことは

必要なのかなというふうに思います。その辺に関しては、先ほど資料にありましたＩＣＴ支援員

の活用などが役に立つのかなというふうに考えています。

以上です。

【教育長（岡田）】 ありがとうございました。

続きまして、百合委員お願いいたします。

【委員（百合）】 １人１台のパソコンというようなことで、青梅市では小学６年生と中学３年生

がメインで配付されたんですけれども、やはり家に持って帰ってもネットの環境が悪いとか、う

まく立ち上げるもともとの技術がないとか、それで実際使い始めるのに時間がかかってしまった

という家庭が周りにあります。あとは、その家庭での契約ですので、お金の問題がやはりあると

いうことを聞きました。せっかく家庭にいいものが来ても、それを時間でしか使えないというの

は、子どもたちにとってはあまりいい環境ではないと思うので、市や国から子ども手当と同じよ

うにＩＣＴ教育に関しての手当が出るような環境にこれからなっていくといいなと思いました。
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せっかく学校での環境がよくて、タブレットなどを使って勉強できても、家庭に帰ったときに

それを継続して使えないというのもとても残念なことなので、特に不登校で家庭で学習する子ど

もたちにとっては、継続して学習できるような環境を整えていってあげられたらなと思いました。

以上です。

【教育長（岡田）】 ありがとうございました。

ひととおりご発言をいただきました。初めの梶井主幹の説明のとおり、青梅市としても今年度

に入りましてＧＩＧＡスクール構想にもとづきまして、９月補正の段階で工事費で

７億８，０００万円余、また備品で４億４，０００万円余という多額な予算を計上し、議決を受

けまして、現在発注に向けて進めているところでございます。年度内の整備に向けて準備してい

るところでございます。まずそういった点で、大野先生の資料の４ページにありますとおり、学

校のＩＣＴ環境を整備する緒に就いたという状況ではないかなと思っております。そうした中で、

大野先生の資料５ページにありますとおり、教育委員会と市長部局との連携強化ということは非

常に大きな課題ということで、特に今後の予算面での支援ということが大事になってくるかなと

いうふうに思っております。

それから、まずは何よりも子どもたちを指導する先生方が、こういったＩＣＴを使った授業を

できるようにするための研修というのが非常に大事かなと思っております。実は昨日も、教務主

任会ということで、先生方の研修を行っております。３月まで青梅第一小学校におられて渋谷区

に異動しました曾我先生と、渋谷区教育委員会の統括指導主事の方においでいただきまして、研

修会を行っております。ちなみに渋谷区では、３年前の平成２９年９月に区立の公立小中学校へ

通う児童・生徒全員に１人１台のタブレット端末を貸与いたしました。学校に限らずいつでもど

こでもできるということでセルラータブレットが配られまして、この８月にリースアップして返

され、新たに８月にＧＩＧＡスクール構想にもとづきまして、マイクロソフトの「サーフェス

ＧＯ２という新しい端末が貸与されたということで、昨日見せていただきました。先生によりま

すと、やっぱり３年間の成果があるということで、かなり子どもたちのプレゼンテーション能力

が上がっているというふうに聞いております。

何が課題かというと、端末の機能を維持するための支援員です。先生は授業というか校務の方

が中心で、教材を整備したりすることはできても機器の保守はなかなかできませんので、機器の

保守といった点での新しくＩＣＴ支援員の雇用配置というのが大きな課題だということでありま

した。教員は都道府県費負担職員ということで市町村の負担はありませんけれども、ＩＣＴ支援

員の雇用となりますと、直接市の予算で雇用しなければいけませんから、こういったＩＣＴ支援

員の雇用ということが、これからの青梅市のＩＣＴ教育を進める上での一番大きな課題かなとい

うふうに私も思っているところでございます。

とにかく、せっかくモノがあっても、「仏つくって魂入れず」じゃありませんけれども、機械

にトラブルがあったときにすぐ動かせるように補助してくれる経験豊富なスタッフを確保してお

くということは、一番大きな課題かなというふうに思っております。
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また先ほど、保護者向けのということですけれども、これは学校教育じゃなくて社会教育や生

涯学習教育の場も含めて、家族ぐるみでのＩＣＴの環境アップということは、これから講座等を

社会教育の講座の中で組んでいくことも重要ではないかなというふうに感じたところでございま

す。

ひととおりご発言があった中で、事務局、また市長部局等も含めて何か、ここはどう進めてい

くのか、あるいは先生方の教育の指導をどう具体化に進めるかということで、ご意見、ご質問あ

りましたらお願いしたいと思います。

【委員（稲葉）】 機材に慣れるためには相当時間がかかると思うんですけど、働き方改革をして

いる中で、機材にかかわるところは本当に、人によっては１０分で済むところを２時間もかかっ

たりする方もいらっしゃるので、そこは先生方大丈夫なのかなととても心配しているんです。や

っぱり学校内の仕事時間内でそれができるのかどうかなというところはとても心配です。若い先

生方は慣れているかわかりませんけれど、機械がちょっと苦手という先生方に対しては、ストレ

スがたまるところじゃないかなと思うんですけど、その辺いかがでしょうか。

【指導室長（手塚）】 今、稲葉委員からお話があったとおり、特に４０代後半から５０代の先生

方は、いわゆる授業において黒板の前に立ってチョークで、そして自分の話し方をもって子ども

たちを伸ばしてきたという自負がありますから、そこに対してこのＩＣＴを使うということには

相当抵抗があるだろうというふうに思います。ただし、このＩＣＴを推進していくにあたっては、

その先生方にも身につけていただかなければいけないわけですけれども、結論からすると、私が

校長に伝えているのは、来年は負担が大きくなるよということをはっきり言います。これはもう

無理です。

要するに、若い先生とベテランの先生方が同じような研修時間で進ちょくできるとは思えませ

ん。若い先生方はむしろ授業をどうやっていいのかわからないところに、このＩＣＴが入ります

から、活用したいというところから始まります。ただし、ベテランの先生は形ができていて、自

分なりのやり方が確立されているところに入っていきますから、それは負担になってきます。そ

の大きな違いのところについては、一律というわけにはいきませんで、来年度についてもここし

ばらくについては、かなり学校からの批判はあるとは思いますけれども、研修の充実を図るとい

うことイコール負担を強いていくということ、結果として数年後には変わっていくことを伝えて、

しばらくは理解が得られないと思いますけれども、今現在としてはそのような方法を考えている

ところです。

以上です。

【教育長（岡田）】 ほかにご意見、ご質問いかがでしょうか。

【委員（榎本）】 もう導入する端末とかは決まっているのかちょっとわからないんですけれど、

そういう機械の整備とか、例えば毎日充電しなくちゃいけないとか、そういうこともあると思う

んです。そういうのに関しては一律で教育委員会の方から学校の方に指導するのか、それとも学

校に任せるのかというところは決まっているんでしょうか。
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【教育指導担当主幹（梶井）】 機器の扱い等についてはマニュアルを作成して、それは周知した

上で、学校の方にお願いするということになると思います。

【教育長（岡田）】 各クラスに４０台入る保管庫に差し込んで、夜の間にバッテリーに充電させ

といて、朝、１日使えるように。連続１０時間ぐらい使えるのかな。それはスペックによるんだ

けど。今入札をしています。国内メーカー１社、海外メーカー５社、計６社、グーグルのタブレ

ットを製造しているメーカーがあります。どのメーカーになるか、いずれかになるはずですので。

スペックによって充電時間や、１回のバッテリーで連続使用できる時間がわかるとは思うんです。

それは仕様書で決めたりしてたんですかね。

【指導室長（手塚）】 確認できなくて、すみません。

【委員（大野）】 私、先ほどからお話ししていて、家庭学習でドリルなどもＡＩを使ったものも

できてくれば力がつくことになるんじゃないかという話をしていたわけですけれども、貸与する

タブレットパソコンは学校保管なんですね。家に持ち帰らないんだ。

【指導室長（手塚）】 持ち帰ることも視野には入れていますけれども、基本は学校保管です。

【委員（大野）】 なるほど。そうすると、家庭学習などで使うことがすごく大切だと僕は思うん

だけど、そうしたら家庭でパソコンなりタブレットをまたさらに子ども用に１台用意しないと、

そういうことはできないんだ。つまり、先生が宿題で、今日学んだこのことについてはこういう

ところにアクセスして、このことについてやってくるんですよ、それは宿題ですよと出したとし

ます。全員が家庭でできる状況でないと、そういう宿題を出せませんね。どうも相変わらず宿題

というのはペーパーベースということになりますね。そこに大きな課題があるわけですね。

【教育長（岡田）】 目標というか着地点というか、そこは私の理解では、一定の操作ができる子

については家に持ち帰って、Ｗｉ－Ｆｉの環境があれば家でもそういったものを使って通信も、

またオンラインで学校とも先生とも連絡がとれたり、さまざまな活用ができる前提で１人１台の

タブレットの貸与と、それが前提ですよね、最終的な目標としては。そこの初期の目標がはっき

りしていないと……。一番肝心なところですから。

【指導室長（手塚）】 今、大野委員がおっしゃったところは、いわゆるこのタブレット端末のＧ

ＩＧＡスクール構想の本当にゴール地点にあることだととらえています。まず、タブレットは学

校でＷｉ－Ｆｉ環境が整いますけれども、家庭でそうではなかった場合についてはできませんの

で、いわゆる公立学校における教育の公平性を考えた際に、できる・できない子がいた場合につ

いてはなかなか出しにくいところが学校はあるかと思います。ですから、その辺についてはいま

しばらくできないところがあるかもしれませんけれども、まずはそこをゴール地点にしながらも、

一番は学校でもきちっと使えるかということが大きな問題になってくるかと思っています。

今、大野委員からお話があったとおり、タブレットは１人１台になりますけれども、４月１日

になって、先生たちが授業６時間あったうちのどれだけまず使えるかというところが非常に大き

な問題であって、学校訪問に行って、皆さんの授業がそうなっているかというと、まずそんなこ

とはないと思っています。それはなぜかというならば、やはり今までの授業でやってきた成果も
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踏まえた上で、どこでこのタブレットを活用していくのかということを十分検討していかないと、

一方でタブレットありきの授業に陥ってしまう可能性も十分あります。私はＩＣＴの先進地区の

統括指導主事をやっていましたので、その現場というのも見てきました。どこの授業の中でタブ

レットを使い、どの部分を家庭学習の中でやっていくかというのは、これから我々もきちっと研

究をしていかないと、このタブレットの活用を間違えると、安易な授業だけが展開されていくこ

とになりかねないと思っています。

ですので、この５年間の構想の先のところについては、大きい目標をしっかり持ちつつも、ま

ず先生たちが使えることからスタートさせていきたいというふうに思っています。

【教育長（岡田）】 それから、先ほど榎本委員からもご指摘がありましたけれども、家庭での通

信環境の差が大きな課題だなというのはたしかなことで、以前、全世帯でＷｉ－Ｆｉ環境が整っ

ている家庭がどのくらいあるかというのは調べたものがあります。そういう中で経済的な面でも

通信環境の格差がある家庭に対してルーターを公費で補助するかどうか、それはまだ課題になっ

ています。

家庭環境のＷｉ－Ｆｉの状況というのは、何か資料がありましたかね。

【教育指導担当主幹（梶井）】 以前調査した中では、正確な細かい数字ではないんですけれども、

大体１割強ぐらいの家庭でルーター等がないという回答がございました。今回、東京都のタブレ

ット端末を貸与しておりますので、その活用状況等についても調査をしているところですが、ま

だ全員ではないんですけれども、タブレットを利用しているというのが３割くらいで、そのうち

ほぼ毎日使っているという方が３割とか、週に１回が４割くらいという回答をいただいておりま

す。タブレットを貸与されているにもかかわらず利用していない理由というのは、学校の授業で

すとか、学校の課題として必要でないからとか、そういった回答もいただいております。こうい

った調査等、また進めてまいりまして、家庭環境、また家庭での学習にどのように活用するかと

いうことについては研究してまいりたいと思っております。

【教育長（岡田）】 １０％強ということは、逆にいえば８０％以上の世帯に、家庭にＷｉ－Ｆｉ

の環境とか通信回線がもうすでに青梅市内でも普及しているという理解でよろしいんでしょうか

ね。残された経済的な面とか家庭に対する支援をどうするかというのが課題ですね。予算面も含

めて。

ほかに何かご意見等ございますか。

【委員（榎本）】 意見なんですけど、そのお話を聞いていまして、今まで個々にデータを保存し

ていた状況で、例えば家に帰ってから、ああ、あの資料、職場にあったのにと、もどかしい状況

があったんですけど、今はクラウドサービスでいつでもデータを見られる環境にあります。学習

というのは、好奇心とかそういうので、あの部分どうだったかなというのが即調べられるという

のは、すごく大切なことだと思うんです。ですので、クラウドサービスとかのどこでも見られる

という環境は早めに整える方が、教育のためにもいいのかなというふうには思います。

【教育長（岡田）】 思い立ったが吉日じゃないけど、その瞬間に興味があることを勉強すれば、
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しっかり身につきますからね。いいやとなっちゃうと、もうそれっきりになりますから。

ほかにいかがですか。

【委員（大野）】 私、青梅市の学校の先生たちのデータの取り扱いの規定について詳しくはわか

ってないので質問なんですけど、仮に授業でＩＣＴを用いた指導を部分的に入れるとするならば、

そのためにたぶんご家庭で時間があるときにそういう教材づくりをするんじゃないですかね。そ

れは紙で打ち出して学校へ持ってくるんじゃないですね、当然。電子データにして。そういう意

味では、学校の先生で学校のパソコンに自分の家庭でつくってきたそういうデータとか入れられ

る状況でしたか、それともいけないとなっているんですか。

【指導室長（手塚）】 俗に言う私たちの世代のときは、家でやってきたものを学校へ持ち込むと

きは、ＵＳＢの許可をきちんととった上でデータに落として、学校の方から配付されているＵＳ

Ｂを職員室に持っていってそれを使うというのがあったかと思うんです。今はこれが現状です。

いずれ教員の方も、例えば家で資料とかつくれるような形にしていかなければいけないというふ

うに思っています。ただ管理職として一番怖いのは、その教材というものと今度は個人の情報と

いうものを部分分けしないと、個人情報の漏えいにつながりかねないということで、それは東京

都からもかなり厳しく言われているところもあります。教材に限っては大丈夫、これについては

大丈夫という、データ上のものも含めて区別がなかなかつかないところがありますので、それに

ついてはこれから検討という形になっていくかと思っています。

【委員（大野）】 つまり、そういう市の方の情報に関する管理の規定などについても、やはりこ

れからあらためて同時並行で検討していく必要がありますよね。

【教育長（岡田）】 情報セキュリティポリシーというのがありますけど、そこもまた新しい視点

で全面改定していく必要性はあると思いますね。

このテーマは１１時１０分ぐらいまでを目安としているんですけれども、市長さん、今までお

話があった中で感想はいかがですか。

【市長（浜中）】 これから前倒しでやるような事業として、現場の人たちが対応するのに大変だ

なというイメージを持っておりますけれども、それに伴ってなるべく小学生の方々、中学生の方々

にもそれに早く慣れてもらうような形を考えるならば、思い切って大胆にやって前に進めるよう

な状況をつくるべきかなと思っております。そしてまた今回、１０月２９日臨時議会がありまし

て、そのときにこの中身について、パソコンのメーカーの契約案件として発注されます。それが

２９日の議会で決定されますので、いよいよＧＩＧＡスクールがスタートするというような状況

に入ってきました。

あとは、やっぱりお話を聞いている中で、先生方がどういう形でそれを使って指導していくか

ということですが、これも時間がかかることなので、いろいろな課題が出るかと思うんですけれ

ども、その課題については先ほど発言がありましたとおり、市との連携強化というのが大事かな

と思っております。常に情報交換して、教育委員の皆様方もそうですけれども、教育委員会と連

携強化しながら、子どもたちに早く慣れてもらうような環境づくりというのは、我々のハードの
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面としての責任があると思います。その辺の部分をしっかりととらえて進めていくように努力し

ていきたいなと考えます。

もう一つは、支援員の必要性というのは重要だと思っておりますので、授業がＧＩＧＡスクー

ルに対応できるようなサポーター支援というのはしっかりやっていくように予算化はしていきた

いなと思っております。

そういう形で、少しずつですけれども、時間をかけながら円滑なＧＩＧＡスクールができるよ

うな体制づくりというものを、我々も目指して頑張っていきたいと思っておりますので、皆さん

方各方面からのご指導、ご支援、ご指摘もいただきたいなと思っております。よろしくお願いい

たします。

【教育長（岡田）】 どうもありがとうございました。

やはり多額の費用がかかるものでありますので、教育委員会だけではなくて市長部局との連

携・協議・調整が必要かなと思っております。

また、学校と子どもたちだけではなくて家庭も大事ということで、家庭の面から保護者の代表

である百合委員、何かご発言ありますでしょうか。別の保護者の方からのお話なども含めて何か

ありましたら。

【委員（百合）】 熱心な方は本当に熱心で、自分たちでいろいろなことを調べて子どもたちに発

信しているお母さま方もいらっしゃるんですけれども、やはりふだんのお仕事で手一杯という方

は、子どもが学校で学んでくることが全てみたいな感じで、あまりかかわろうとしないという言

い方も失礼なんですけど、学校任せという方も私の周りにもいらっしゃるので、そういう方にい

かに理解してもらって、学校と連携して子どもの学習意欲を高められるのかなと、常日頃思うん

です。いくら学校や市が発信しても、受ける親の方がちょっと拒絶ぎみなので、そこがうまく回

っていく環境ができたらいいなと思います。

【教育長（岡田）】 そういった場合、そういう家庭、保護者向けのいろいろなオンラインの仕組

みとか、具体的、実践的な講座みたいなものを、社会教育の一環としてのプログラムをつくって

地域地域でやっていくということがあるといいんでしょうかね。

【委員（百合）】 そこに足を運んでもらえるような……

【教育長（岡田）】 なかなか家庭までは行けませんのでね。

【委員（稲葉）】 オンラインですので、会場に行かなくてもとにかく機械を使うということが大

事なので、こういう講座がありますよ、機械で入ってくださいと。機械で入って、途中で例えば

Ｗｉ－Ｆｉのつなぎが悪くてプチッと切れたりするんですけど、そういうのも大事だよ、練習だ

よというふうな、機械慣れするようなオンライン発信をすると、会場へ行って現物で聞くよりも

より具体的で、あ、子どもたちってこんな苦労をしているんだなというのがとてもよくわかるの

で、そういうふうな方法もあるかなと思います。

【委員（百合）】 ここでいろいろな行事が中止になったり、親が出席して見ることができなかっ

たものを、もう少し学校発信でスマホで見れたりとか、タブレットで見れたらいいねという話は
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ありました。もしかしたら個人情報ということもあるのかもしれないですけど、学校内でやって

いることを、そこの学校の親にだけでも見られる状況をつくると、もしかしたらもう少しそちら

に興味が持てるんじゃないかなというのは思いました。

【教育長（岡田）】 今確かにそれは大事かなと思うんです。情報漏えいに配慮しつつということ

ですよね。

【委員（稲葉）】 著作権にもかかわるみたいです。

【教育長（岡田）】 そうですね。今のご意見などは、また今後、指導室の方でいろいろ考えてい

ただいて。

【指導室長（手塚）】 今回この会議に１人１台というまさに旬のことをご協議いただいて、我々

も指導室としてさらに意見をいただきながら、来年度いよいよ現実に向けてやっていかなければ

いけないということで、さらに現状を確認したところです。

一点、このＧＩＧＡスクール構想を進めていくにあたって、いわゆるこのコロナ禍において、

例えば都心のある学校が、教員と学校がＺｏｏｍの大きい画面でつながってやっていくことがす

ごくクローズアップされて、あれがイコールＧＩＧＡスクール構想というふうに思われがちなと

ころがあるんですけれども、あれは本当に一部であります。なおかつ、本市においては、タブレ

ットを１人１台になりますけれども、いわゆる大きい画面というのがないところはまだまだある

わけです。そうすると学校の教員の方も、実際に黒板がない状態でこれがきますから、どういう

ふうに授業をしていいのか、かなり困難をきわめていくだろうと思っています。なので、日々あ

る授業を今までの中でやっていく中で、どこをやっていくかということを私は研修にあてていき

たいと思っていますし、一気に変えていく部分ももちろんありますけれども、授業のどの部分か

という一部分的なところ、１日のうち１回はタブレットが使えれば私は御の字だろうというふう

に思っています。ですので、ぜひ教育委員の先生方もそういう視点で見ていただいて、あれ、使

ってないのかと。たしかに使っていないところがたぶん見えるのだろうということは十分想定し

つつ、私どもでもかなりテコ入れはしていきますけれども、そういう視点で見ていただかないと、

市の進んでいく方向性が、これはどうなんだろうと思われがちになってしまいますので、その点

についてご配慮いただきながら、さらにご支援をいただきたいというふうに思いました。

【委員（大野）】 室長がおっしゃるように、全くそのとおりだと思います。道具ですからね。授

業全般で、先生と子どもがいろいろな授業をやっている、その中に一番効果的だからここに入れ

る、そういう感じでたぶん使っていくんでしょうね。それをきちんと、室長がおっしゃったよう

に、例えば１日１回は使ってみようよという形で、だんだんと慣れていくことを期待します。

【教育長（岡田）】 辞書のかわりであったり、最終的にはオンラインもあるかもしれませんけれ

ども、さまざまな資料集のかわりだったり、かつ教科書の補助として活用できるということ、自

分で調べられるような能力のスキルアップというのが大事かもしれませんね。

このテーマは、まさにこれからということですので、今後もこの総合教育会議の大きなテーマ

になるんじゃないかなというふうに感じたところであります。
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本日は、このテーマについてそろそろ時間がまいりましたので、協議事項についてはこの辺で

終了させていただきたいと思います。

それでは、進行を市長にお戻しいたします。

【市長（浜中）】 岡田教育長、議事進行ありがとうございました。

私といたしましても、市政を考える上で大変有意義なご意見をいただくことができました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

５ 報告事項

「成人年齢引下げに伴う青梅市成人式のあり方等について」

【市長（浜中）】 それでは、次第の５、報告事項です。「成人年齢引下げに伴う青梅市成人式の

あり方等について」、説明をお願いいたします。

【社会教育課長（和田）】 それでは、「成人年齢引下げに伴う青梅市成人式のあり方について」

ご報告いたします。

令和４年４月１日から成人年齢が１８歳に引き下げられることに伴いまして、去る令和２年

７月２１日に、青梅市社会教育委員会議におきまして協議いたしまして、助言いただいておりま

す。

資料２をご覧ください。

こちらはその内容になっておりまして、結論からいいますと、まず対象年齢につきましては

２０歳のままとします。

また、実施日につきましては、成人の日ということで助言をいただいています。

その理由としましては、資料の３にありますとおり、（１）として、新しい成人年齢となる

１８歳はちょうど受験を迎える時期であり、出席を控える新成人が多数出ることが予想され、再

会の場としての意義が薄れる。

（２）として、飲酒、喫煙については年齢が引き下げられないため、成人式後に行われる同窓

会等を含む祝いの場での不要なトラブルの要因となる恐れが生じる。

（３）として、対象を１８歳に引き下げるとなると切替えの年は１８歳、１９歳、２０歳と

３世代に対して同時に成人式を行う必要が出てきてしまう。そうなると、会場、着付け、衣装そ

の他さまざまな業種に混乱をきたすことが予想される等の助言をいただいているところでござい

ます。

これを受けまして、令和２年８月２１日に教育委員会議において協議をしていただきまして、

了承をいただいております。

今後につきましては、この資料に記載のとおり、２０歳での実施は成人年齢を過ぎてしまうこ

とになるので、「成人式」という名称ではなく、一つの例として、「２０歳を祝う会」等の名称変

更の検討をする必要があります。

成人式のあり方については、説明を終わらせていただきます。

なお、参考資料といたしまして、別紙のとおり、令和３年の青梅市成人式についての資料を添
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付させていただいております。本年につきましては、新型コロナの影響で２部制として実施をし

ていきたいと考えているところでございます。

詳細につきましては、後ほどご覧いただければと思います。

説明は以上とさせていただきます。

【市長（浜中）】 ただいま説明がありましたけれども、何かご意見等ございますでしょうか。

【教育長（岡田）】 ここにもありますけれども、新たな名称、ここでは例として「２０歳を祝う

会」というのが一つありましたけれども、これもいずれは教育委員会あるいは市長部局とも相談

しながら、社会教育委員会議もありますので、また社会教育委員会議に戻したいと思いますが、

こんな名称があるかなというようなものがありましたら……。市長さん何かございますか。

【市長（浜中）】 将来的に、選挙年齢だけが１８歳になったというだけで、ほかの法律的な位置

づけというのは変わっていないのが現実なので、全体的に成人年齢というのは１８歳という形で

一つのラインを決めたら、それに伴って法律改正をすることによって、その年齢に集中できるの

かなと思うんです。そうなってくると、やっぱり現行のままでいくと、「成人」という言葉も変え

なければいけないのでしょうけれども。何という言葉がいいのか……。

【教育長（岡田）】 また社会教育委員会議さんの方にご意見を伺いながら進めていくという形で

よろしいでしょうかね。どういう過程でどう決めたかというのは、議会への説明も必要になって

くるでしょうし。

【市長（浜中）】 何にすると言ってましたかね。

【教育長（岡田）】 「２０歳を祝う会」などです。

令和４年ですから、まだ時間はありますので。周りの自治体なども踏まえながら、相応しい名

前があればいいなと思います。

【市長（浜中）】 ほかにございませんか。この件につきましては、よろしいでしょうか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

６ その他

【市長（浜中）】 それでは、次第の６、その他です。本会議で報告などをしておくべきことはあ

りますか。事務局から連絡事項等ありますでしょうか。

【企画部長（橋本）】 事務局からは特にございません。

【市長（浜中）】 ないようですので、以上でよろしいでしょうか。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

７ 閉会

【市長（浜中）】 それでは、本日の議事はすべて終了いたしました。

以上をもちまして、令和２年度第１回青梅市総合教育会議を終了させていただきます。ご協力

ありがとうございました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

午前１１時１８分閉会


